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国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

農
業
近
代
化
資
金
融
通
法

農
業
近
代
化
資
金
助
成
法

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
農
業
者
等
に
対
し
農
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
機
関
で
農
業
関

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
農
業
者
等
に
対
し
農
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
機
関
で
農
業
関

係
の
融
資
を
そ
の
業
務
と
す
る
も
の
が
行
う
長
期
か
つ
低
利
の
施
設
資
金
等
の
融
通

係
の
融
資
を
そ
の
業
務
と
す
る
も
の
が
行
う
長
期
か
つ
低
利
の
施
設
資
金
等
の
融
通

を
円
滑
に
す
る
た
め
、
国
が
利
子
補
給
を
行
う
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
も
つ

を
円
滑
に
す
る
た
め
、
国
が
、
都
道
府
県
の
行
う
利
子
補
給
等
の
措
置
に
対
し
て
助

て
農
業
経
営
の
近
代
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

成
し
、
又
は
自
ら
利
子
補
給
を
行
う
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
も
つ
て
農
業
経
営

の
近
代
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
都
道
府
県
の
行
な
う
利
子
補
給
に
係
る
政
府
の
助
成
）

（
削
る
）

第
三
条

政
府
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
都
道
府
県
が
融
資
機
関
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
が
貸
し
付
け
た

農
業
近
代
化
資
金
に
つ
き
利
子
補
給
を
行
な
う
の
に
要
す
る
経
費
の
全
部
又
は
一
部

を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
府
の
行
う
利
子
補
給
）

（
政
府
の
行
な
う
利
子
補
給
）

第
三
条

政
府
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
農
業
近
代
化
資
金
（
都
道
府
県
の
利
子
補
給
に

第
三
条
の
二

政
府
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
農
業
近
代
化
資
金
（
前
条
の
規
定
に
よ
る

係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
貸
し
付
け
る
と
き
は
、
会
計
年
度
ご
と
に
、
政
令
で
定
め

政
府
の
助
成
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
貸
し
付
け
る
と
き
は
、
会
計
年
度
ご
と
に

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貸
付
け
に
つ
い
て
の
利
子
補
給
契
約
（
利
子
補
給
金
を
支

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貸
付
け
に
つ
い
て
の
利
子
補
給
契
約
（
利

給
す
る
旨
の
契
約
を
い
う
。
）
を
農
林
中
央
金
庫
と
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

子
補
給
金
を
支
給
す
る
旨
の
契
約
を
い
う
。
）
を
農
林
中
央
金
庫
と
結
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。
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２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
農
林
中
央
金
庫
法
の
特
例
）

（
農
林
中
央
金
庫
法
の
特
例
）

第
四
条

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項

第
三
条
の
三

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第

の
規
定
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
都
道
府
県
の
利
子
補
給
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
政

三
項
の
規
定
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
助
成
又
は
前
条

府
の
利
子
補
給
に
係
る
農
業
近
代
化
資
金
を
貸
し
付
け
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い

の
規
定
に
よ
る
政
府
の
利
子
補
給
に
係
る
農
業
近
代
化
資
金
を
貸
し
付
け
る
場
合
に

。

は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）
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○

漁
業
近
代
化
資
金
助
成
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法

漁
業
近
代
化
資
金
助
成
法

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
漁
業
者
等
に
対
し
水
産
業
協
同
組
合
又
は
農
林
中
央
金
庫
が

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
漁
業
者
等
に
対
し
水
産
業
協
同
組
合
又
は
農
林
中
央
金
庫
が

行
う
長
期
か
つ
低
利
の
施
設
資
金
等
の
融
通
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
国
が
利
子
補
給

行
う
長
期
か
つ
低
利
の
施
設
資
金
等
の
融
通
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
国
が
、
都
道
府

を
行
う
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
も
つ
て
漁
業
者
等
の
資
本
装
備
の
高
度
化
を

県
の
行
う
利
子
補
給
等
の
措
置
に
対
し
て
助
成
し
、
又
は
自
ら
利
子
補
給
を
行
う
措

図
り
、
そ
の
経
営
の
近
代
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
も
つ
て
漁
業
者
等
の
資
本
装
備
の
高
度
化
を
図
り
、
そ
の

経
営
の
近
代
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
都
道
府
県
の
行
な
う
利
子
補
給
に
係
る
政
府
の
助
成
）

（
削
る
）

第
三
条

政
府
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
都
道
府
県
が
融
資
機
関
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
が
貸
し
付
け
た

漁
業
近
代
化
資
金
に
つ
き
利
子
補
給
を
行
な
う
の
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
府
の
行
う
利
子
補
給
）

（
政
府
の
行
な
う
利
子
補
給
）

第
三
条

政
府
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
漁
業
近
代
化
資
金
（
都
道
府
県
の
利
子
補
給
に

第
四
条

政
府
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
漁
業
近
代
化
資
金
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
政
府

係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
貸
し
付
け
る
と
き
は
、
会
計
年
度
ご
と
に
、
政
令
で
定
め

の
助
成
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
貸
し
付
け
る
と
き
は
、
会
計
年
度
ご
と
に
、
政

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貸
付
け
に
つ
い
て
の
利
子
補
給
契
約
（
利
子
補
給
金
を
支

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貸
付
け
に
つ
い
て
の
利
子
補
給
契
約
（
利
子
補

給
す
る
旨
の
契
約
を
い
う
。
）
を
農
林
中
央
金
庫
と
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

給
金
を
支
給
す
る
旨
の
契
約
を
い
う
。
）
を
農
林
中
央
金
庫
と
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る

。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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（
農
林
中
央
金
庫
法
の
特
例
）

（
農
林
中
央
金
庫
法
の
特
例
）

第
四
条

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項

第
五
条

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項

の
規
定
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
都
道
府
県
の
利
子
補
給
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
政

の
規
定
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
助
成
又
は
前
条
の
規

府
の
利
子
補
給
に
係
る
漁
業
近
代
化
資
金
を
貸
し
付
け
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い

定
に
よ
る
政
府
の
利
子
補
給
に
係
る
漁
業
近
代
化
資
金
を
貸
し
付
け
る
場
合
に
は
、

。

適
用
し
な
い
。

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）
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○

漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
再
建
計
画
）

（
再
建
計
画
）

第
五
条

漁
業
経
営
の
維
持
が
困
難
と
な
つ
て
お
り
、
又
は
困
難
と
な
る
お
そ
れ
の
大

第
五
条

漁
業
経
営
の
維
持
が
困
難
と
な
つ
て
お
り
、
又
は
困
難
と
な
る
お
そ
れ
の
大

き
い
中
小
漁
業
者
（
前
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
係
る
漁
業
を
主

き
い
中
小
漁
業
者
で
あ
つ
て
そ
の
漁
業
経
営
の
再
建
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
は
、
農

と
し
て
営
む
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
そ
の
漁
業
経
営
の
再
建
を
図
ろ
う
と
す
る

林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
漁
業
経
営
再
建
計
画
（
以
下
「
再
建
計
画

も
の
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
漁
業
経
営
再
建
計
画
（
以
下

」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種

「
再
建
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ

に
係
る
漁
業
を
主
と
し
て
営
む
中
小
漁
業
者
に
あ
つ
て
は
農
林
水
産
大
臣
に
、
そ
の

の
再
建
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

政
令
で
定
め
る
業
種
以
外
の
業
種
に
係
る
漁
業
を
主
と
し
て
営
む
中
小
漁
業
者
に
あ

つ
て
は
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
建
計
画
が

適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
再

３

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合

建
計
画
が
、
申
請
者
の
漁
業
経
営
の
再
建
を
図
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と

に
お
い
て
、
そ
の
再
建
計
画
が
、
申
請
者
の
漁
業
経
営
の
再
建
を
図
る
た
め
に
適
切

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項

な
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認

の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
助
成
措
置
）

（
助
成
措
置
）

第
八
条

政
府
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
係
る
漁
業
を
営

第
八
条

政
府
は
、
都
道
府
県
（
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
あ

む
中
小
漁
業
者
を
構
成
員
と
す
る
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
（
水
産
業
協
同
組
合
法
（

つ
て
は
、
当
該
業
種
に
係
る
漁
業
を
営
む
中
小
漁
業
者
を
構
成
員
と
す
る
漁
業
協
同

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号

組
合
連
合
会
（
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第

の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
が
指

八
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
を
除

定
す
る
法
人
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

く
。
）
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

法
人
が
、
同
法
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
、
同
法
第

。
）
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
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八
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
農

、
同
法
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
、
同
法
第
八
十
七

林
中
央
金
庫
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
金
融
機
関
（
以
下
「
融
資
機
関
」
と
い
う
。
）

条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
農
林
中
央

と
の
契
約
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
が
貸
し
付
け
た
資
金
に
つ
き
利
子
補
給
を
行
う
の

金
庫
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
金
融
機
関
（
以
下
「
融
資
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
契

に
要
す
る
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

約
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
が
貸
し
付
け
た
資
金
に
つ
き
利
子
補
給
を
行
う
の
に
要
す

る
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
中
小
漁
業
者
に
対
し
、
再

２

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
中
小

建
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
必
要
な
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

漁
業
者
に
対
し
、
再
建
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
必
要
な
報
告
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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○

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
四
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
で
「
漁
業
近
代
化
資
金
」
と
は
、
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
昭
和
四

３

こ
の
法
律
で
「
漁
業
近
代
化
資
金
」
と
は
、
漁
業
近
代
化
資
金
助
成
法
（
昭
和
四

十
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
の
漁
業
近
代
化
資
金
を
い
い
、
「
漁
業

十
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
の
漁
業
近
代
化
資
金
を
い
い
、
「
漁
業

近
代
化
資
金
等
」
と
は
、
漁
業
近
代
化
資
金
及
び
漁
業
近
代
化
資
金
以
外
の
資
金
で

近
代
化
資
金
等
」
と
は
、
漁
業
近
代
化
資
金
及
び
漁
業
近
代
化
資
金
以
外
の
資
金
で

あ
つ
て
中
小
漁
業
者
等
の
事
業
又
は
生
活
に
必
要
な
も
の
の
う
ち
漁
業
又
は
水
産
加

あ
つ
て
中
小
漁
業
者
等
の
事
業
又
は
生
活
に
必
要
な
も
の
の
う
ち
漁
業
又
は
水
産
加

工
業
の
経
営
の
改
善
に
資
す
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。

工
業
の
経
営
の
改
善
に
資
す
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。

（
緊
急
融
資
資
金
に
関
す
る
特
例
）

（
緊
急
融
資
資
金
に
関
す
る
特
例
）

第
七
十
七
条

第
六
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
保
険
関
係
（
公
害
防
止
資
金
、
災

第
七
十
七
条

第
六
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
保
険
関
係
（
公
害
防
止
資
金
、
災

害
資
金
及
び
改
善
資
金
に
係
る
保
険
関
係
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
漁
業
経
営
の
改

害
資
金
及
び
改
善
資
金
に
係
る
保
険
関
係
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
漁
業
経
営
の
改

善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
そ
の
他

善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
そ
の
他

漁
業
経
営
に
関
す
る
事
情
の
著
し
い
変
化
に
よ
り
事
業
活
動
に
支
障
を
生
じ
て
い
る

漁
業
経
営
に
関
す
る
事
情
の
著
し
い
変
化
に
よ
り
事
業
活
動
に
支
障
を
生
じ
て
い
る

中
小
漁
業
者
等
に
対
し
そ
の
事
業
活
動
の
継
続
を
図
る
た
め
緊
急
に
融
資
さ
れ
る
資

中
小
漁
業
者
等
に
対
し
そ
の
事
業
活
動
の
継
続
を
図
る
た
め
緊
急
に
融
資
さ
れ
る
資

金
で
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
係
る
債
務
の
保
証
に
係
る
も
の
に
お
い
て
は
、

金
の
う
ち
国
の
助
成
に
係
る
利
子
補
給
が
行
わ
れ
る
資
金
で
主
務
大
臣
が
指
定
す
る

第
六
十
九
条
第
三
項
の
一
定
の
率
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
分

も
の
に
係
る
債
務
の
保
証
に
係
る
も
の
に
お
い
て
は
、
第
六
十
九
条
第
三
項
の
一
定

の
八
十
と
す
る
。

の
率
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
分
の
八
十
と
す
る
。
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○

農
業
信
用
保
証
保
険
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
農
業
近
代
化
資
金
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
資
金
を
い
う

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
農
業
近
代
化
資
金
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
資
金
を
い
う

。

。

一

農
業
近
代
化
資
金
（
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百

一

農
業
近
代
化
資
金
（
農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百

二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
農
業
近
代
化
資
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
農
業
近
代
化
資
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）


